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内容

（1）現状の（理科）指導要領における環
境リスクの取り扱い

（2）授業実践例

（3）今後、環境リスクを授業で取り上げるこ
とへの展望



現状の指導要領における取り扱い

生きる力の育成という教育の目標を、各学校の特色を
生かした教育課程により具現化していくに当たり、豊
かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形
成することに向けた現代的な諸課題に照らして必要と
なる資質・能力を、それぞれの教科等の役割を明確に
しながら、教科等横断的な視点で育んでいくことがで
きるようにすること

中学校学習指導要領（平成29年告示）
現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力【第1章総則第2の2の（2）】



現状の（理科）指導要領における環境リスクの取り扱い

科学的な理解や科学的に思考し、情報を正しく理解する力を
育成することがねらい

実際の授業では・・・

自然放射線の存在や人体への曝露量と健康被害の出るレベ
ルなどについて単位を交えて扱うことで、放射線による影響を正
しく把握しようとする活動

中学校学習指導要領（平成29年告示）
現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力【第1章総則第2の2の（2）】

中学校第２学年 放射線に関する学習



中学生・高校生のための
放射線副読本～放射線について考えよう～（文部科学省）より

https://www.mext.go.jp/content/20211213-mxt_kyoiku01-000019492_chuko.pdf

https://www.mext.go.jp/content/20211213-mxt_kyoiku01-000019492_chuko.pdf


現状の（理科）指導要領における環境の取り扱い

「自然と人間」の単元において生物濃縮を扱うなど、化
学物質の有害性や毒性、分解性、蓄積性についてわ
ずかに触れている。

中学校第３学年「自然と人間」における学習

「環境への排出量や人体への取り込み量とその影響の大
きさ」については、ほとんど扱われていない。

例えば、啓林館HP 授業実践記録
ゲームを通して主体的に探究する食物連鎖と生物濃縮 北海道札幌市立札苗中学校 瀬田 悠平 先生の
取り組み
https://www.shinko-
keirin.co.jp/keirinkan/chu/science/support/jissen_arch/201905/?msclkid=46ecb37bc3cc11ec8ba531fbb18e8cc4

https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/chu/science/support/jissen_arch/201905/?msclkid=46ecb37bc3cc11ec8ba531fbb18e8cc4
https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/chu/science/support/jissen_arch/201905/?msclkid=46ecb37bc3cc11ec8ba531fbb18e8cc4


授業実践例（海外の事例を参考に）

ＳＥＰＵＰ（Science Education for Public Understanding 
Program）

・米国カルフォルニア大学バークレー校で開発された科学教育プ
ログラム

・日常生活を送る上で不可欠な化学物質に対する理解を深め、
社会問題の中でどのように使われていくべきかを説く

※日本ＳＥＰＵＰ研究会（事務局 株式会社ナリカ内）が窓口



▪ SEPUP HP 
https://sepuplhs.org/?msclkid=74d7cb6bc3cf11ec999a69d45e24f156

https://sepuplhs.org/?msclkid=74d7cb6bc3cf11ec999a69d45e24f156


中学校学習指導要領（平成２９年告示）における意志決定の扱い

第２章 第２節 各分野の目標及び内容

〔第１分野〕科学技術と人間 〔第２分野〕自然と人間

ここでは，第１分野と第２分野の学習を生かし，科学技術の発
展と人間生活との関わり方，自然と人間の関わり方について多
面的，総合的に捉えさせ，自然環境の保全と科学技術の利用の
在り方について科学的に考察させ，持続可能な社会をつくって
いくことが重要であることを認識させることがねらいである。
このねらいを達成するため，中学校最後の学習として，第１分
野（7）のア（ｲ）アと併せて扱い，科学的な根拠に基づいて意
思決定させる場面を設けることが大切である。

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説（理科編）p.112



◇ 環境保全エンジニア ◇

公害防止機器メーカーや環境調査会社などで、公害防止や環境保全に

役立つ技術を開発、提供する技術者。主な仕事は、例えば大気汚染防止

装置や水質汚濁防止装置、廃棄物処理装置、各種測定器など、公害を防

ぐさまざまな機器の設計・製作・メンテナンス行うことである。一般企

。業の機器開発部門や機械メーカーなどの技術者として働くケースが多い

研究部門に配属されたり公的な環境調査機関などに勤めた場合は、

実際に大気・水質・土壌の汚染濃度や騒音などを計測したり、調

査・分析を行うこともある。一般の企業活動も公共事業も環境を

無視しては行えない時代になっていることから、公害を防ぐ装置

や環境保全につながる技術のニーズはますます高まると予想される。

◇１３歳のハローワーク公式サイトより

http://www.13hw.com/jobcontent/J000100368.html

実践例 「SEPUPモジュール」 有害な廃液



実践の様子 「SEPUPモジュール」 有害な廃液



それぞれの処理方法のよい点、悪い点を考える①

・人体への影響

・経済性

（物的・人的コスト）

・環境への影響

・効率性

・持続可能性

・法律とのかかわり

など



方法の例 A 希釈法



B 中和沈殿法



C 金属置換法



D 固定化法



方法の比較・検討



学習を終えて①



学習を終えて②



ナリカ SEPUP「有害な廃液」より

【参考】株式会社ナリカより 実験キットの販売



今後の展望

・学習指導要領への準拠

・学習の系統性

・年間の授業時数

・題材を扱うタイミング

・評価基準の設定


